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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器と近距離無線通信を行うための無線通信手段と、
　気圧を計測する気圧計測手段と、
　当該気圧計測手段により計測された気圧を高度値に換算する換算手段と、
　指定された方向の方位を計測する方位計測手段と、
　入力操作を受け付ける操作手段と、
　情報を表示する表示手段と、
　前記計測された方位の登録命令の入力操作が検出された場合に、前記無線通信手段によ
り外部の測位装置から現在位置情報を取得し、当該現在位置情報を登録位置情報として前
記計測された方位である登録方位情報と関連付けて記憶させる登録制御手段と、
　前記換算手段により換算された高度値と、前記記憶された前記登録位置情報に係る高度
値との差が所定の範囲内にある前記登録位置情報を抽出する登録位置抽出手段と、
　当該登録位置抽出手段により一以上の前記登録位置情報が抽出された場合には、前記無
線通信手段により外部の測位装置から現在位置情報を取得し、当該現在位置情報に係る現
在位置と前記抽出された登録位置情報に係る位置とにより、当該登録位置情報に関連付け
て記憶された前記登録方位情報に係る方角を前記表示手段により指示させる表示制御手段
と
　を備えることを特徴とする方角表示装置。
【請求項２】
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　前記計測された方位である登録方位情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記表示制御手段は、
　前記無線通信手段により前記測位装置から現在位置情報を取得し、当該現在位置情報に
係る現在位置と、前記抽出された登録位置情報に係る位置との間の距離を算出して、当該
算出された距離が所定の距離以内であるか否かを判別する位置一致判別手段と、
　前記位置一致判別手段により前記所定の距離以内であると判別された場合に、当該判別
がなされた登録位置情報と関連付けて記憶された前記登録方位情報に係る方角を前記表示
手段により指示させる方角表示制御手段と
　を備えることを特徴とする請求項１記載の方角表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、
　前記測位装置から前記無線通信手段により、現在位置と、前記抽出された登録位置情報
に係る位置との間の距離が所定の距離以内にあるか否かに係る判別結果を取得する位置確
認手段と、
　前記位置確認手段により前記所定の距離以内であると判別された場合に、当該判別の対
象となった登録位置情報と関連付けて記憶された前記登録方位情報に係る方角を前記表示
手段により指示させる方角表示制御手段と
　を備えることを特徴とする請求項１記載の方角表示装置。
【請求項４】
　前記計測された方位の登録命令の入力操作を検出する登録命令検出手段又は前記登録位
置抽出手段のうち、何れか一方を選択的に動作させる入出力切替制御手段を備える
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の方角表示装置。
【請求項５】
　前記入出力切替制御手段は、前記操作手段への所定の入力操作に基づいて動作の切り替
えを行うことを特徴とする請求項４記載の方角表示装置。
【請求項６】
　前記登録位置抽出手段は、前記表示手段により未だ方角が指示されていない前記登録方
位情報に関連付けられた前記登録位置情報のうち、最新の登録位置情報に係る高度値との
差が所定の範囲内にある場合にのみ、当該登録位置情報を抽出する
　ことを特徴とする請求項４又は５記載の方角表示装置。
【請求項７】
　所定の報知動作を行う報知手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記表示手段に方角を指示させる場合に、前記報知手段に前記所
定の報知動作を行わせることを特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載の方角表示装
置。
【請求項８】
　前記換算手段は、前記測位装置から現在位置情報が取得されるごとに、当該現在位置情
報に係る高度値と、前記気圧計測手段により計測された気圧とに基づいて、換算に係るパ
ラメータを補正する
　ことを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の方角表示装置。
【請求項９】
　外部機器と近距離無線通信を行うための外部通信手段と、
　複数の測位衛星から電波を受信することで現在位置を測定する測位手段と、
　当該測位手段による測定のタイミングと、当該測定の結果に係る現在位置情報の送信出
力とを制御する測位制御手段と
　を備える測位装置と、
　請求項１記載の方角表示装置と
　によって構成される方角表示システムにおいて、
　前記測位制御手段は、前記外部通信手段により受信された前記方角表示装置からの要求
に従って、前記測位手段による測定の結果に係る現在位置情報を前記外部通信手段により



(3) JP 6035915 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

前記方角表示装置に送信させる
　ことを特徴とする方角表示システム。
【請求項１０】
　前記測位制御手段は、前記方角表示装置からの要求を受信するごとに、前記測位手段に
現在位置の測定を行わせ、当該測定の結果に係る現在位置情報を前記外部通信手段により
前記方角表示装置に送信させる
　ことを特徴とする請求項９記載の方角表示システム。
【請求項１１】
　前記測位装置は、前記測位手段によって測定された現在位置を記憶する外部記憶手段を
備え、
　前記測位制御手段は、
　前記方角表示装置から前記登録制御手段に係る要求が受信された場合の動作を制御する
第１測位制御手段と、
　前記方角表示装置から前記表示制御手段に係る要求が受信された場合の動作を制御する
第２測位制御手段と、
　を備え、
　前記登録制御手段は、前記登録命令の入力操作が検出された場合には、当該登録命令に
対する識別情報を設定して当該識別情報を前記測位装置に送信し、
　前記第１測位制御手段は、前記測位手段により測定された現在位置を前記識別情報と関
連付けて前記外部記憶手段に記憶させると共に、前記外部通信手段に前記現在位置情報と
して高度情報のみを送信させ、
　前記登録制御手段は、前記登録方位情報と、前記測位装置から前記登録位置情報として
取得した高度情報とを前記識別情報に関連付けて記憶させ、
　前記表示制御手段は、前記登録位置抽出手段により一以上の前記登録位置情報が抽出さ
れた場合には、前記無線通信手段により前記測位装置に対し、当該抽出された前記登録位
置情報に関連付けられた前記識別情報と共に現在位置確認要求を送信させ、
　前記第２測位制御手段は、前記測位手段により測定された現在位置と、受信された前記
識別情報に関連付けられて前記外部記憶手段に記憶されている現在位置との間の距離が所
定の距離以内であるか否かを判別して、前記外部通信手段により前記現在位置確認要求に
対して当該判別の結果に基づく確認結果を返信させ、
　前記表示制御手段は、前記測位装置から取得された当該確認結果に基づいて、前記登録
方位情報に係る方角の表示を前記表示手段に行わせるか否かを決定する
　ことを特徴とする請求項９又は１０記載の方角表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、方角表示装置及び方角表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、方位センサによる方位計測や気圧センサによる高度計測を行うことが出来、また
、腕に装着するなどによって容易に携帯及び閲覧が可能な電子装置、例えば、電子腕時計
がある。このようなセンサを備えた電子装置を用いることで、ユーザは、山道などで容易
に方位や高度の情報を取得することができる。また、このような電子装置には、予め設定
された高度で報知動作を行わせることが可能なものがある。この報知動作により、ユーザ
は、設定高度に到達したことを容易に認識することができる。
【０００３】
　しかしながら、多くの山道では、単純な上り坂や下り坂が続く訳ではなく、道中にアッ
プダウンがある。従って、高度計測のみでは、所望の地点が必ずしも特定されないという
問題がある。また、この電子装置では、方位センサは、通常のコンパスと同様に用いられ
るものであり、進路情報を取得するには、ユーザが地図情報を参照して判断する必要があ
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る。
【０００４】
　一方で、近年、スマートフォンなど、電話や電子メールの送受信のみならず、種々の機
能を有する携帯型電子機器がある。この電子機器が有する種々の機能の中に、ＧＰＳ（Gl
obal Positioning System）を用いて位置情報を取得するＧＰＳ測位機能が含まれている
ものがある。ユーザは、これらの電子機器を用いて手軽に高度情報を含む位置情報を取得
したり、ルートナビゲーション情報を得たりすることができる。しかしながら、このよう
な電子機器は、そのサイズや形状などにより継続的に手などに保持して利用するのに適さ
ない場合や、他の機能との兼ね合い、防水性、耐久性の問題などにより常時表出させての
利用が好ましくない場合があるという問題がある。
【０００５】
　そこで、近年、Bluetooth（登録商標）といった近距離無線通信を用い、これらの電子
機器と電子腕時計との間で随時通信を行って、電子機器から送信された必要な情報を電子
腕時計の表示部に表示させて利用する技術が開発されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１１８４０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、山道では、必ずしも常時測位情報を閲覧する必要がない一方で、登山道
やその分岐などがしばしば複雑だったり不明瞭であったりするので、地図情報のみでは十
分な進路表示に対応し切れない場合があるという課題がある。
【０００８】
　この発明の目的は、高度変化を伴う移動時に、容易に必要な地点で方角情報を示すこと
ができる方角表示装置及び方角表示システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成するため、
　外部機器と近距離無線通信を行うための無線通信手段と、
　気圧を計測する気圧計測手段と、
　当該気圧計測手段により計測された気圧を高度値に換算する換算手段と、
　指定された方向の方位を計測する方位計測手段と、
　入力操作を受け付ける操作手段と、
　情報を表示する表示手段と、
　前記計測された方位の登録命令の入力操作が検出された場合に、前記無線通信手段によ
り外部の測位装置から現在位置情報を取得し、当該現在位置情報を登録位置情報として前
記計測された方位である登録方位情報と関連付けて記憶させる登録制御手段と、
　前記換算手段により換算された高度値と、前記記憶された前記登録位置情報に係る高度
値との差が所定の範囲内にある前記登録位置情報を抽出する登録位置抽出手段と、
　当該登録位置抽出手段により一以上の前記登録位置情報が抽出された場合には、前記無
線通信手段により外部の測位装置から現在位置情報を取得し、当該現在位置情報に係る現
在位置と前記抽出された登録位置情報に係る位置とにより、当該登録位置情報に関連付け
て記憶された前記登録方位情報に係る方角を前記表示手段により指示させる表示制御手段
と
　を備えることを特徴とする方角表示装置である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に従うと、高度変化を伴う移動時に、容易に必要な地点で方角情報を示すことが
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できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の方角表示システムの実施形態を示す全体図である。
【図２】電子時計の内部構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態のスマートフォンの内部構成を示すブロック図である。
【図４】第１実施形態の電子時計における計測値登録処理の制御手順を示すフローチャー
トである。
【図５】第１実施形態のスマートフォンにおける位置情報送信処理の制御手順を示すフロ
ーチャートである。
【図６】第１実施形態の電子時計における方向表示処理の制御手順を示すフローチャート
である。
【図７】計測値登録処理と方向表示処理の具体例を説明するための図である。
【図８】方向表示処理の変形例における制御手順を示すフローチャートである。
【図９】第２実施形態のスマートフォンの内部構成を示すブロック図である。
【図１０】第２実施形態の電子時計における方向表示処理の制御手順を示すフローチャー
トである。
【図１１】第２実施形態のスマートフォンにおける位置情報取得処理及び位置情報比較処
理の制御手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１３】
［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態の方角表示システム１の全体構成図である。
【００１４】
　本実施形態の方角表示システム１は、方角表示装置としての電子時計４０と、測位装置
としてのスマートフォン１０とにより構成される。この電子時計４０は、時計本体と、バ
ンドとを備え、腕装着が可能な腕時計型のものである。電子時計４０及びスマートフォン
１０は、何れも近距離無線通信機能を備えており、例えば、Bluetooth通信による相互通
信が可能となっている。スマートフォン１０は、電子時計４０を装着したユーザにより、
例えば、リュック、鞄やポケットなどに納められて携帯される。
【００１５】
　図２は、電子時計４０の内部構成を示すブロック図である。また、図３は、スマートフ
ォン１０の内部構成を示すブロック図である。
【００１６】
　電子時計４０は、図２に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）４１（登録
命令検出手段、登録制御手段、登録位置抽出手段、表示制御手段、位置一致判別手段、方
角表示制御手段、位置確認手段、入出力切替制御手段）と、ＲＯＭ（Read Only Memory）
４２と、ＲＡＭ（Random Access Memory）４３（記憶手段）と、操作部４４（操作手段）
と、計時回路４５と、表示部４６（表示手段）及び表示部４６を駆動制御するドライバ４
７と、アンテナＡＮ４と、無線通信手段としてのBluetoothモジュール４８及びＵＡＲＴ
（Universal Asynchronous Receiver Transmitter）４９と、振動モータ５０及びそのド
ライバ５１と、ＬＥＤ（発光ダイオード）５２及びそのドライバ５３と、ピエゾ素子５４
及びそのドライバ５５と、気圧計測手段としての圧力センサ５６及びその出力データのＡ
／Ｄ変換回路５７と、方位計測手段としての方位センサ５８及びその出力データのＡ／Ｄ
変換回路５９と、加速度センサ６０及びその出力データのＡ／Ｄ変換回路６１と、ＣＰＵ
４１と各部との間で信号のやり取りをするバス６２などを備えている。
　振動モータ５０、ＬＥＤ５２、及び、ピエゾ素子５４により報知手段が構成される。
【００１７】
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　ＣＰＵ４１は、電子時計４０の全体動作の統轄制御及び各種演算処理を行う。ＣＰＵ４
１は、計時回路４５の計数する現在時刻に基づいて表示部４６に時刻表示を行わせる。ま
た、ＣＰＵ４１は、圧力センサ５６により取得された気圧データに基づき高度を算出する
と共に、Bluetoothモジュール４８を介してスマートフォン１０から所定の位置情報を取
得することが可能となっている。また、ＣＰＵ４１は、方位センサ５８と加速度センサ６
０の計測データに基づき、電子時計４０の姿勢を検出する。また、ＣＰＵ４１は、これら
の計測データからユーザの移動方向の方位角を概算可能としてもよい。
【００１８】
　ＲＯＭ４２は、ＣＰＵ４１が実行する種々のプログラムや初期設定データを格納する。
ＲＯＭ４２に格納されているデータには、モデル大気圧テーブル４２１及び方向表示プロ
グラム４２２が含まれる。
　モデル大気圧テーブル４２１及びＣＰＵ４１により換算手段が構成される。
【００１９】
　ＲＡＭ４３は、ＣＰＵ４１に作業用のメモリ空間を提供する。またＲＡＭ４３は、計測
値ログ記憶部４３１を備え、登録命令に基づいて指定されたタイミングで方位センサ５８
及び加速度センサ６０により計測されたデータから算出された所定の方向の方位角と、こ
の方位角に関連付けられたデータとを順次記憶していく。
【００２０】
　操作部４４は、一又は複数のボタンスイッチを備え、ユーザが当該スイッチに対して行
った操作を入力信号に変換してＣＰＵ１１に出力する。或いは、この操作部４４は、タッ
チパネルであっても良い。
【００２１】
　計時回路４５は、現在時刻を計数して保持するカウンタである。このカウンタは、単に
現在時刻情報を記憶するＲＡＭであっても良い。この現在時刻が読み出されて、表示部４
６に表示されたり、当該現在時刻データと各種機能に係る設定時刻データとが比較されて
、種々の動作が行われたりする。
【００２２】
　表示部４６は、例えば、ドットマトリックス表示方式のＬＣＤ（液晶ディスプレイ）で
ある。ＣＰＵ４１から送られた制御信号によりドライバ４７（液晶ドライバ）が動作し、
ＬＣＤを駆動して現在時刻、設定状態、或いは、各種機能のメニューなどの指定された内
容に関する表示を行わせる。この表示部４６は、他の表示手段、例えば、有機ＥＬＤ（El
ectro-Luminescent Display）であっても良く、ドライバ４７は、表示部４６の種類によ
って適宜選択される。或いは、この電子時計４０は、アナログ式のものであってもよく、
表示部４６は、目盛が設けられた文字盤とこの文字盤の上部で回転する複数の指針とを備
えるものであっても良い。
【００２３】
　Bluetoothモジュール４８は、アンテナＡＮ４を介して外部機器との間でBluetooth通信
を行うための制御モジュールである。このBluetoothモジュール４８により行われるBluet
ooth通信としては、低消費電力規格（Bluetooth Low Energy）を用いることも可能である
。ＣＰＵ４１から送られた送信データは、ＵＡＲＴ４９でシリアル／パラレル変換などの
処理が行われて、Bluetoothモジュール４８から外部機器に送信される。また、外部機器
からBluetoothモジュール４８を用いて受信された受信データは、ＵＡＲＴ４９でシリア
ル／パラレル変換などの処理が行われて、ＣＰＵ４１へ出力される。
【００２４】
　振動モータ５０、ＬＥＤ５２、及び、ピエゾ素子５４は、それぞれ、振動、光、及び、
ブザー音を発することでユーザに対する報知動作を行うためのものである。ＣＰＵ４１か
らドライバ５１、５３、５５にそれぞれ制御信号が送られると、ドライバ５１、５３、５
５は、それぞれ、振動モータ５０、ＬＥＤ５２、ピエゾ素子５４を動作させるのに必要な
電圧信号に変換して出力する。
【００２５】
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　スマートフォン１０は、図３に示すように、ＣＰＵ１１（測位制御手段、第１測位制御
手段、第２測位制御手段）と、ＲＯＭ１２と、ＲＡＭ１３と、外部記憶手段としての記憶
部１４と、操作部１５と、内蔵時計１６と、表示部１７及びそのドライバ１８と、スピー
カ１９と、マイク２０と、コーデック２１と、ＲＦ送受信回路２２と、ＲＦ送受信用のア
ンテナＡＮ１１と、通信回路２３と、外部通信手段としてのBluetoothモジュール２４と
、ＵＡＲＴ２５と、Bluetooth通信の送受信用のアンテナＡＮ１２と、測位手段としての
ＧＰＳデータ受信処理部２６と、ＧＰＳデータ受信用のアンテナＡＮ１３と、ＣＰＵ１１
と各部とを接続するバス２７などを備えている。
【００２６】
　ＣＰＵ１１は、スマートフォン１０の全体動作の統轄制御及び各種演算処理を行う。ま
た、ＣＰＵ１１は、操作部１５への入力操作による設定情報に基づいてBluetoothモジュ
ール２４に制御信号を送り、電子時計４０に対してＧＰＳ測位データに基づく位置情報を
送信させる。
【００２７】
　ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１が実行する種々のプログラムや初期設定データを格納する。
また、ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１１に作業用のメモリ空間を提供し、作業用の一時データを
記憶する。
【００２８】
　記憶部１４は、読み書き可能な不揮発性メモリであり、例えば、フラッシュメモリやＥ
ＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory）である。こ
の記憶部１４には、例えば、スマートフォン１０で実行される種々のアプリケーションプ
ログラムや、各種機能に係る保存データや設定データが記憶される。このアプリケーショ
ンプログラムには、Bluetooth通信を用いて電子時計４０から要求された位置情報を予め
設定された様式でBluetoothモジュール２４を介して電子時計４０へ出力するための位置
情報送信プログラム１４１が含まれている。
【００２９】
　操作部１５は、タッチパネルの入力検出部であって、表示部１７への入力操作を検知す
る。操作部１５は、ユーザにより入力された操作を電気信号に変換し、表示部１７に表示
されたメニューと入力操作の位置及び内容とに対応した入力信号としてＣＰＵ１１に出力
する。或いは、この操作部１５は、一又は複数の操作キーを備え、ユーザが当該キーに対
して行った操作に基づいて電気信号に変換された入力信号をＣＰＵ１１に出力する構成を
含むこととしても良い。
【００３０】
　内蔵時計１６は、現在時刻を計数して保持するカウンタである。スマートフォン１０で
は、この現在時刻が読み出されて表示部１７に表示される。また、当該現在時刻データと
各種機能に係る設定時刻データとが比較されて種々の動作が行われる。この内蔵時計１６
の現在時刻データは、ＲＦ送受信回路２２による携帯基地局との通信時に随時修正される
。
【００３１】
　表示部１７は、例えば、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）である。ＣＰＵ１１から送られた
制御信号によりドライバ１８（液晶ドライバ）が動作し、ＬＣＤを駆動してスマートフォ
ン１０の各種機能に係る表示を行わせる。この表示部１７は、他の方式によるもの、例え
ば、有機ＥＬＤ（Electro-Luminescent Display）であっても良く、ドライバ１８は、表
示方式により適宜選択される。また、この表示部１７は、タッチパネルの入力画面として
ユーザに入力操作を行わせるためのメニュー表示を行う。
【００３２】
　スピーカ１９は、コーデック２１からの信号に基づいて電気信号を音声信号に変換して
音声を出力する。また、マイク２０は、音波を検知して電気信号に変換し、コーデック２
１に出力する。コーデック２１は、符号化圧縮されたデジタル音声信号をデコードしてア
ナログ信号としてスピーカ１９へ送るとともに、マイク２０から入力された音声信号をエ
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ンコードしてＣＰＵ１１や通信回路２３へ出力する。なお、通話用のスピーカと音声を外
部に出力するためのスピーカを別個に備えることとしてもよい。
【００３３】
　ＲＦ送受信回路２２は、ＲＦ送受信用アンテナＡＮ１１を用いて携帯基地局との間で行
われる電話音声データや電子メールなどのパケットデータの送受信に係る処理を行う。ま
た、通信回路２３は、ＲＦ送受信回路２２により送受信されるデータに対する各種処理を
行い、ＣＰＵ１１やコーデック２１との間でデータの受け渡しを行う。
【００３４】
　Bluetoothモジュール２４は、アンテナＡＮ１２を介して電子時計４０などの他の電子
機器とBluetooth通信を行うための制御モジュールである。ＣＰＵ１１から送られた送信
データは、ＵＡＲＴ２５でシリアル／パラレル変換などの処理が行われて、Bluetoothモ
ジュール２４から他の電子機器に送信される。また、他の電子機器からBluetoothモジュ
ール２４を用いて受信された受信データは、ＵＡＲＴ２５でパラレル／シリアル変換など
の処理が行われて、ＣＰＵ１１へ出力される。
【００３５】
　ＧＰＳデータ受信処理部２６は、アンテナＡＮ１３を介して複数のＧＰＳ測位衛星から
受信した衛星信号を復調、解読し、時刻データや位置データに換算して所定のフォーマッ
トでＣＰＵ１１に出力する。データ出力の所定のフォーマットとしては、例えば、ＮＭＥ
Ａ（National Marine Electronics Association）－０１８３が用いられる。
【００３６】
　次に、本実施形態の電子時計４０における計測データの登録及び登録されたデータに基
づく方角の表示に係る動作について説明する。
【００３７】
　図４は、本実施形態の電子時計４０において実行される計測値登録処理のＣＰＵ４１に
よる制御手順を示すフローチャートである。
　この計測値登録処理は、登山（登り）の際、ユーザが所望の地点で方角の登録を行いた
い場合に、ユーザによる操作部４４への所定の入力操作に基づいて開始、実行される。
【００３８】
　ＣＰＵ４１は、先ず、圧力センサ５６、方位センサ５８、及び、加速度センサ６０から
計測値を取得する（ステップＳ１０１）。次いで、ＣＰＵ４１は、電子時計４０における
所定の方角の方位を算出して、この方位を計測値ログ記憶部４３１に記憶させる（ステッ
プＳ１０２）。この所定の方角は、予め設定されており、例えば、表示部４６の中心位置
から１２時（表示部４６の上部）への方角（方向）である。ユーザは、電子時計４０を記
憶させたい方角に向け、操作部４４に所定の操作を行うことで、所望の方角の方位角を登
録方位情報としてメモリさせることができる。
【００３９】
　次に、ＣＰＵ４１は、Bluetoothモジュール４８を介してスマートフォン１０にＧＰＳ
測位の実行要求を送信する（ステップＳ１０３）。そして、ＣＰＵ４１は、スマートフォ
ン１０から測位結果に基づく所定の測位データ（現在位置情報）が受信されるまで待機し
、受信した測位データを登録位置情報として先に記憶させた方位角データと関連付けて計
測値ログ記憶部４３１に記憶させる（ステップＳ１０４）。本実施形態の方角表示システ
ム１では、このとき記憶させる測位データには、平面座標と高度値との両方が含まれる。
【００４０】
　それから、ＣＰＵ４１は、登録位置情報に含まれる高度データと、圧力センサにより計
測された気圧値とに基づき、モデル大気圧テーブル４２１を用いた気圧から高度への換算
式の補正パラメータを設定する（ステップＳ１０５）。そして、ＣＰＵ４１は、計測値登
録処理を終了する。
【００４１】
　計測値ログ記憶部４３１は、この計測値登録処理によりメモリされるデータを複数回分
記憶可能であり、ユーザは、所望の箇所で計測値登録処理を繰り返し呼び出して登録方位
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情報及び登録位置情報を順次記憶させていくことができる。
【００４２】
　図５は、スマートフォン１０で実行される位置情報送信処理のＣＰＵ１１による制御手
順を示すフローチャートである。
【００４３】
　この位置情報送信処理は、電子時計４０における計測値登録処理のステップＳ１０３で
、電子時計４０から送信されたＧＰＳ測位要求をスマートフォン１０が受信し、位置情報
送信プログラム１４１が読み出されて実行されることで開始される。
　位置情報送信処理が開始されると、ＣＰＵ１１は、ＧＰＳデータ受信処理部２６を動作
させてＧＰＳ衛星からの電波受信を行わせ、現在位置の算出を行わせる（ステップＳ２０
１）。それから、ＣＰＵ１１は、ＧＰＳデータ受信処理部２６から出力されたデータのう
ち、必要な測位データ（現在位置情報）を取得し（ステップＳ２０２）、Bluetoothモジ
ュール２４を介して電子時計４０にこの測位データを送信させる（ステップＳ２０４）。
そして、ＣＰＵ１１は、位置情報送信処理を終了する。
【００４４】
　なお、スマートフォン１０が電子時計４０からの指示とは関係なくＧＰＳ測位を間欠的
に（例えば、所定の間隔で、など）行っている場合には、ステップＳ２０１の処理が開始
された時点から所定の時間前まで（例えば、１０～３０秒）にＧＰＳ測位が行われている
場合には、改めてＧＰＳ測位を行わずに直近の測位データを利用することとしても良い。
即ち、ここで要求される現在位置のデータには、気圧センサ及びＧＰＳ測位における測定
誤差の大きさ（例えば、１５～３０ｍ）及びユーザの移動速度（例えば、１ｍ／ｓ）と比
較して大きな誤差にならない程度の範囲で取得タイミングにずれがあってもよい。
【００４５】
　図６は、電子時計４０において実行される本実施形態の方角表示処理のＣＰＵ４１によ
る制御手順を示すフローチャートである。
　この方角表示処理は、下山（下り）の開始時に、ユーザによる操作部４４への所定の操
作入力に基づいて方向表示プログラム４２２が読み出されることで開始され、継続的に実
行される。
【００４６】
　ＣＰＵ４１は、先ず、圧力センサ５６、方位センサ５８、及び、加速度センサ６０によ
るセンサ計測を開始する（ステップＳ１２１）。次に、ＣＰＵ４１は、初期設定又はユー
ザ操作により予め定められた時間間隔で気圧計測値を取得し（ステップＳ１２２）、モデ
ル大気圧テーブル４２１と補正パラメータとを用いて高度値に換算する（ステップＳ１２
３）。
【００４７】
　ＣＰＵ４１は、換算された高度値と計測値ログ記憶部４３１に記憶された位置情報に係
る高度とが一致するものがあるか否かを判別する（ステップＳ１２４）。ここで行われる
一致の判別処理では、計測誤差やユーザの利便性などを考慮して、完全一致ではなく、気
圧から換算された高度と計測値ログ記憶部４３１から読み出された高度との間にずれ幅を
持たせることが出来る。このずれ幅の範囲（所定の範囲）としては、上下方向に等しく計
測誤差を考慮した、例えば、±１０ｍというような範囲としても良いし、下山時であるこ
とを考慮して、及び／又は、登山時と下山時の移動速度の違いを考慮して、プラス方向に
偏って設定された範囲としても良い。計測値ログ記憶部４３１の何れの高度とも一致しな
いと判別された場合には、ＣＰＵ４１の処理は、ステップＳ１２２に戻る。
【００４８】
　換算された高度値と、計測値ログ記憶部４３１に記憶された測位データに係る高度のう
ち何れかの値とが一致すると判別された場合には、ＣＰＵ４１は、当該一致判別がなされ
た測位データを抽出すると共に、Bluetoothモジュール４８を介してスマートフォン１０
にＧＰＳ測位の実行要求を送信する（ステップＳ１２５）。
　このとき、スマートフォン１０では、ＧＰＳ測位要求が受信されると、計測値登録処理



(10) JP 6035915 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

における要求と同様に位置情報送信プログラム１４１が読み出されることで位置情報取得
処理が開始され、測位結果に係る所定の測位データが電子時計４０に送信される。
【００４９】
　スマートフォン１０からＧＰＳ測位結果に基づく測位データが受信されると、ＣＰＵ４
１は、当該位置と、ステップＳ１２５の処理で抽出された測位データの位置とが一致する
か否かを判別する（ステップＳ１２６）。ＣＰＵ４１は、この場合にも、完全一致ではな
く、ずれ幅（所定の距離）を持たせて一致判定を行うことができる。また、両地点の位置
により、例えば、両地点間の傾斜角や、両地点間の方位角と現在位置での移動方向との差
といった位置関係により、許容するずれ幅に細かい設定を行うことも出来る。一致しない
と判別された場合には、ＣＰＵ４１の処理は、ステップＳ１２２に戻る。
【００５０】
　一致すると判別された場合には、ＣＰＵ４１は、報知動作を行う（ステップＳ１２７）
。この報知動作としては、ユーザの設定に基づいて、振動モータ５０、ＬＥＤ５２、ピエ
ゾ素子５４のうち何れか、又は、複数の組み合わせの動作が選択される。次いで、ＣＰＵ
４１は、計測された加速度センサ及び方位センサの値に基づいて電子時計４０の姿勢を同
定し（ステップＳ１２８）、この電子時計４０の姿勢に応じて、計測値ログ記憶部４３１
にメモリされた方位角に対応する方角を表示部４６に表示させる（ステップＳ１２９）。
それから、ＣＰＵ４１は、スマートフォン１０から取得されたＧＰＳ測位高度と、圧力セ
ンサにより計測された気圧値とに基づき、モデル大気圧テーブル４２１を用いた換算式の
補正パラメータを設定する（ステップＳ１３０）。そして、ＣＰＵ４１の処理は、ステッ
プＳ１２２に戻る。
【００５１】
　なお、表示部４６への表示は、ユーザが報知動作に気づいて電子時計４０の姿勢を表示
部４６の閲覧状態にセットした状況を検出してから行わせても良いし、報知動作に気づい
たユーザが操作部４４に所定の操作入力を行ったのを検出してから行わせても良い。
　また、表示部４６への表示は、所定の時間継続させることとしても良いし、操作部４４
への所定のユーザ操作に基づいて終了することとしても良い。
【００５２】
　図７は、本実施形態における計測値登録処理及び方向表示処理の具体例を説明するため
の図である。
　ここでは、地点（ａ）の登山口から地点（ｅ）の頂上まで破線で示した登山ルートを往
復する場合について説明する。
【００５３】
　例えば、分岐点である地点（ｂ）において、操作入力に基づいて圧力センサ５６、方位
センサ５８、及び、加速度センサ６０の計測値が取得され（ステップＳ１０１）、ユーザ
の設定及び操作によって登って来た方向（矢印方向）への方位角（北向き（図面内上向き
）を基準方向として１８０°方向）が取得されると（ステップＳ１０２）、スマートフォ
ン１０にＧＰＳ測位要求が送信されて（ステップＳ１０３）測位データが取得され、この
測位データと取得された方位角とが関連付けられて登録される（ステップＳ１０２、Ｓ１
０４）。同様に、例えば、稜線の縦走路への合流地点である地点（ｃ）において、谷ルー
トへの分岐方向（１５０°方向）が登録される。また、登山道の分岐点だけではなく、例
えば、正規の登山道と登山道ではない支稜（図示略）との分岐地点（ｄ）で登山道のある
稜線方向（２２０度方向）を登録しておくことができる。また、各登録地点において、Ｇ
ＰＳ測位により取得された高度と圧力センサ５６の計測値とに基づいて、この計測値（気
圧）から高度値への換算式を随時補正する処理を行う（ステップＳ１０５）。
【００５４】
　その後、頂上の地点（ｅ）において、下山開始時にユーザ操作により方角表示処理が起
動されると、圧力センサ５６、方位センサ５８、及び、加速度センサ６０による継続的な
計測が開始される（ステップＳ１２１）。そして、所定の時間間隔でデジタルサンプリン
グされた気圧計測値が取得され（ステップＳ１２２）、高度値に換算されて（ステップＳ
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１２３）、この換算高度と計測値ログ記憶部４３１に記憶された各測位データに係る高度
値とが比較される（ステップＳ１２４）。その結果、地点（ｄ）、（ｃ）、（ｂ）を通過
する際、それぞれ、高度の一致が検出されると、更に、スマートフォン１０にＧＰＳ測位
要求が送信される（ステップＳ１２５）。スマートフォン１０から受信、取得された測位
データと、検出（抽出）された高度値に対応する測位データとの比較により、両地点が同
位置であると判別された場合には（ステップＳ１２６で“ＹＥＳ”）、振動モータ５０、
ＬＥＤ５２、ピエゾ素子５４などを用いた報知動作が行われ（ステップＳ１２７）、また
、下山方向の方角が表示部４６に示されることになる（ステップＳ１２８、Ｓ１２９）。
【００５５】
　このとき、例えば、地点（ｃ）と地点（ｄ）の間に鞍部（ｆ）がある場合などで、この
鞍部（ｆ）と地点（ｄ）との間に地点（ｃ）と等しい高度の地点（ｇ）が存在すると、地
点（ｇ）において地点（ｃ）に対応する高度との一致が検出されて（ステップＳ１２４で
“ＹＥＳ”）、ＧＰＳ測位要求がスマートフォン１０に送られる（ステップＳ１２５）。
しかしながら、スマートフォン１０から受信した測位データにより、地点（ｇ）と地点（
ｃ）とでは水平位置が異なると同定されるので（ステップＳ１２６で“ＮＯ”）、報知動
作（ステップＳ１２７）及び方角表示に係る動作（ステップＳ１２８、Ｓ１２９）は行わ
れない。
【００５６】
　なお、上記実施の形態及び具体例では、毎回地点（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）の全ての地点
における高度の値と圧力センサ５６の計測に基づく高度との比較が行われることとしたが
、同一ルートを反対方向に進む行程であることが分かっている場合には、当初地点（ｄ）
のみについて比較検出を行い、地点（ｄ）に到達して当該地点における進行方向が示され
た後には、地点（ｃ）のみについて比較検出を行い、地点（ｃ）に到達して当該地点にお
ける進行方向が示された後には、地点（ｂ）のみについて比較検出を行うこととしても良
い。
【００５７】
　以上のように、第１実施形態の方角表示システム１は、互いに近距離無線通信が可能な
電子時計４０とスマートフォン１０により構成される。電子時計４０には、圧力センサ５
６、方位センサ５８、及び、加速度センサ６０が備えられ、低消費電力で継続的に高度が
求められると共に、操作部４４により登録命令が受け付けられた際に指定された方向の方
位角の値を取得することが出来る。また、スマートフォン１０は、ＧＰＳデータ受信処理
部２６を備え、間欠的にＧＰＳ測位を行うことができる。そして、ユーザが登山時に所望
の地点で登録したい方角の方位を登録すると、電子時計４０は、スマートフォン１０から
当該地点におけるＧＰＳ測位データを取得して、登録された方位情報と関連付けて計測値
ログ記憶部４３１に記憶させていく。そして、下山時には、圧力センサ５６の計測値に基
づいて得られる高度値が計測値ログ記憶部４３１に記憶させたＧＰＳ測位データに係る高
度値と等しくなった場合に、電子時計４０は、スマートフォン１０からＧＰＳ測位データ
に係る現在位置データを取得して、この現在位置が計測値ログ記憶部４３１に記憶させた
このＧＰＳ測位データに係る位置と一致するか否かを判別する。そして、一致したと判別
された場合にのみ、表示部４６に当該登録地点において登録された方位に係る方向を表示
させることで、進行方向を示すことができる。
　このように、通常は、圧力センサ５６、方位センサ５８、及び、加速度センサ６０の動
作により位置、方位、及び、電子時計４０の姿勢を計測するので、電力消費を抑えること
ができる。従って、電子時計４０を小型化したり軽量化したりすることができるので、登
山の際に手首などに装着しても負担にならない。一方で、所望の方向を登録する際には、
スマートフォン１０を呼び出してＧＰＳ測位に基づく現在位置データを取得するので、位
置計測の精度を低下させず、確実な位置登録を行うことができる。そして、登録された正
確な位置で所望の方位データを容易に表示させることができる。
【００５８】
　また、正確な位置データを取得したい場合にだけスマートフォン１０にＧＰＳ測位を行
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わせるので、スマートフォン１０の電力消費も抑えることができる。また、山道のように
手を空けづらい場所でわざわざスマートフォン１０を取り出して閲覧する必要が無い。
【００５９】
　また、登山時に各所で現実に移動した、又は、目視により確認した状況に従って下山時
の進行方向を登録しておくことで、地図では判別しづらいような場所でも下山方向に迷わ
ない、下山ルートを見逃さない、下山ルートを外すリスクを低減する、といった効果をそ
れぞれ得ることができる。特に、霧で視界が悪い稜線や岩場、大岩などの迂回や登山道の
急な方向転換、紛らわしい踏み跡があり間違えやすい地点、落葉の堆積や藪、積雪などに
より踏み跡が見つけづらいルートなど、山道の各所でユーザの適切なルートファインディ
ングの一助とすることができる。
【００６０】
　また、ＧＰＳ測位データを用いた各処理は、計測値ログ記憶部４３１を用いて全て電子
時計４０で行われ、スマートフォン１０には、ＧＰＳ測位と当該測位データの送信のみを
行わせるので、スマートフォン１０に他の処理に係る余剰負荷をかけることがない。
【００６１】
　また、登りの計測値登録処理と下りの方向表示処理とを切り離して別個に行うことで、
まだ登りの登録を行っている段階で不必要に方向表示に係る検出処理を行う必要が無い。
【００６２】
　また、ユーザ操作に基づいて登りと下りの動作を切り替えるので、アップダウンの繰り
返される多くの登山道でも間違いなく計測値登録処理から方向表示処理に切り替えること
ができる。
【００６３】
　また、同一ルートを戻る場合など、検出される順が明確な場合には、次に検出対象とな
る地点の位置データについてのみを比較検出の対象とすることで、ＣＰＵ４１による処理
の量を低減させることができる。
【００６４】
　また、振動モータ５０、ＬＥＤ５２、及び、ピエゾ素子５４を備え、方向表示処理にお
いて進行方向を表示する際に、ユーザ所望の方法により報知動作を行うので、ユーザが表
示に気づかずに誤った方向に進んでしまうことを避けることができる。
【００６５】
　また、ＧＰＳ測位に係る現在位置情報が取得されるたびにモデル大気圧テーブル４２１
を用いた圧力センサ５６の計測値から高度値への換算パラメータを補正するので、下山中
に気圧が変化してそのままでは正しい高度を取得しづらい場合でも気圧の変化に追随して
精度の高い高度値を取得することができる。
【００６６】
［変形例］
　図８には、上記実施の形態の電子時計４０における方角表示処理の変形例に係るフロー
チャートを示す。
【００６７】
　この変形例の方角表示処理では、登山時の計測値登録処理と下山時の方角表示処理とを
区別せずに並列的に行う。即ち、この変形例の方角表示処理では、上記実施形態の方角表
示処理におけるステップＳ１２４の処理で“ＮＯ”に分岐した場合に、ＣＰＵ４１は、操
作部４４の入力操作によりメモリ登録要求があったか否かを判別し（ステップＳ１００）
、要求があったと判別された場合には、計測値登録処理に係るステップＳ１０１～Ｓ１０
５の処理が行われる制御手順となっている。上記のステップＳ１００を除くその他のステ
ップの各処理は、上記実施の形態と同一であり、同一の符号を付して説明を省略する。
　なお、この変形例の方角表示処理では、ある地点の測位データ及び方位角の登録直後に
ステップＳ１２４の判別処理で同一箇所が検出されたと判別されてしまうことを防ぐため
、所定時間、或いは、一旦所定の高度差の移動が行われたと判断されるまで、当該高度を
検出対象としないように設定することができる。
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【００６８】
　このように、登り下りで処理を分離することなく登録処理と表示処理をまとめて行うこ
とで、単なる往復ルートに限らず、周回ルートや寄り道ルートを含むような場合にも柔軟
に対応して方角表示を行わせることができる。
【００６９】
［第２実施形態］
　次に、第２実施形態の方角表示システム１について説明する。
　この第２実施形態の方角表示システム１を構成する電子時計４０の内部構成は、第１実
施形態の電子時計４０と同一であるので説明を省略する。
【００７０】
　図９は、第２実施形態の方角表示システム１を構成するスマートフォン１０ａの内部構
成を示すブロック図である。
【００７１】
　この第２実施形態のスマートフォン１０ａは、第１実施形態のスマートフォン１０にお
いて記憶部１４に記憶された位置情報送信プログラム１４１の代わりに、記憶部１４には
、位置情報処理プログラム１４２及び位置情報記憶部１４３が記憶されている点を除き、
同一であり、同一の符号を付して説明を省略する。
【００７２】
　次に、第２実施形態の方角表示システム１における方角表示動作について説明する。
【００７３】
　図１０は、第２実施形態の方角表示システム１において、電子時計４０で実行される方
角表示処理のＣＰＵ４１による制御手順を示すフローチャートである。また、図１１は、
第２実施形態の方角表示システム１において、スマートフォン１０ａで実行される位置情
報取得処理及び位置情報比較処理のＣＰＵ１１による制御手順を示すフローチャートであ
る。
【００７４】
　この第２実施形態の電子時計４０で実施される方角表示処理は、上記変形例の方角表示
処理におけるステップＳ１２５、Ｓ１２６、Ｓ１０２～Ｓ１０４の処理がそれぞれステッ
プＳ１２５ａ、Ｓ１２６ａ、Ｓ１０２ａ～Ｓ１０４ａに変更された点を除き同一であり、
同一の符号を付して詳しい説明を省略する。
【００７５】
　一方、第２実施形態のスマートフォン１０ａでは、ステップＳ１０３ａに係るＧＰＳ測
位要求の際には、記憶部１４から読み出された位置情報処理プログラム１４２により位置
情報取得処理が実行されて、この位置情報取得処理では、第１実施形態の位置情報取得処
理に対してステップＳ２０３の処理が追加されると共に、ステップＳ２０４の処理に代え
てステップＳ２０４ａの処理が実行される。また、ステップＳ１２５ａに係る要求の受信
時には、スマートフォン１０ａでは、位置情報処理プログラム１４２により位置情報比較
処理が実行されて、第１実施形態の位置情報取得処理におけるステップＳ２０４の処理の
代わりにステップＳ２１３、Ｓ２１４の処理が実行される。その他の処理については同一
であり、同一の符号を付して詳しい説明を省略する。
【００７６】
　第２実施形態の電子時計４０における方角表示処理では、図１０に示すように、ステッ
プＳ１００の処理で“ＹＥＳ”に分岐し、気圧、方位、加速度の計測値が取得されると（
ステップＳ１０１）、ＣＰＵ４１は、データを特定するための新たなＩＤ値を設定し、こ
のＩＤ値と共に指定方向の方位角を計測値ログ記憶部４３１に記憶させる（ステップＳ１
０２ａ）。それから、ＣＰＵ４１は、この設定されたＩＤ値と共にBluetoothモジュール
４８を介してスマートフォン１０ａに対し、ＧＰＳ測位要求を送信する（ステップＳ１０
３ａ）。ＣＰＵ４１は、スマートフォン１０ａから現在位置情報として高度データのみを
受信すると、先に記憶されたＩＤ値に関連付けて計測値ログ記憶部４３１にこの高度デー
タを記憶させる（ステップＳ１０４ａ）。
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【００７７】
　ステップＳ１０３ａの処理で送信されたＧＰＳ測位要求がスマートフォン１０ａで受信
されると、スマートフォン１０ａのＣＰＵ１１は、図１１（ａ）に示すように、位置情報
取得処理を開始する。ＣＰＵ１１は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信し（ステップＳ２０１
）、ＧＰＳ測位データが取得されると（ステップＳ２０２）、受信されたＩＤ値と測位デ
ータとを対応付けて位置情報記憶部１４３に記憶させる（ステップＳ２０３）。そして、
ＣＰＵ１１は、Bluetoothモジュール２４を介して電子時計４０に対し、現在位置情報と
して測位結果のうち高度データのみを送信する（ステップＳ２０４ａ）。そして、ＣＰＵ
１１は、位置情報取得処理を終了する。
【００７８】
　次に、電子時計４０でＣＰＵ４１が制御する方角表示処理において、ステップＳ１２４
の処理で“ＹＥＳ”に分岐すると、図１０に示すように、ＣＰＵ４１は、Bluetoothモジ
ュール４８を介してスマートフォン１０ａに対し、抽出された高度値（登録位置情報）に
対応するＩＤ値と共に、ＧＰＳ位置確認要求を送信する（ステップＳ１２５ａ）。ＣＰＵ
４１は、スマートフォン１０ａから比較結果のみを受信する。ここでは、ＣＰＵ４１は、
スマートフォン１０ａの位置情報記憶部１４３にメモリＩＤ値と対応付けられて記憶され
ていた測位データと、今回のＧＰＳ測位により測定された現在位置とが所定の範囲のずれ
内で一致したか否かの判別結果を取得し、この判別結果の可否を判別する（ステップＳ１
２６ａ）。一致したと判別された場合には、ＣＰＵ４１の処理は、ステップＳ１２７に移
行し、一致しなかったと判別された場合には、ＣＰＵ４１の処理は、ステップＳ１２２に
戻る。
【００７９】
　ステップＳ１２５ａの処理において送信されたＧＰＳ位置確認要求がスマートフォン１
０ａにおいて受信されると、スマートフォン１０ａのＣＰＵ１１は、位置情報比較処理を
実行する。図１１（ｂ）に示すように、ＣＰＵ１１は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信し（
ステップＳ２０１）、ＧＰＳ測位データが取得されると（ステップＳ２０２）、このＧＰ
Ｓ測位データと、電子時計４０からＧＰＳ位置確認要求と共に送信されたＩＤ値に対応し
て位置情報記憶部１４３に記憶された測位データとを比較し、両者が所定のずれ範囲内で
一致するか否かを判別する（ステップＳ２１３）。そして、ＣＰＵ１１は、その比較結果
を“ＹＥＳ”か“ＮＯ”を示す二値信号で電子時計４０に送信する（ステップＳ２１４）
。そして、ＣＰＵ１１は、位置情報比較処理を終了する。
【００８０】
　以上のように、第２実施形態の方角表示システム１によれば、進行方向データを登録す
る際にスマートフォン１０においてＧＰＳ測位により取得された三次元位置データは、位
置情報記憶部１４３に記憶され、高度方向のデータのみが電子時計４０に送信されて、計
測値ログ記憶部４３１に記憶される。そして、方向表示に係る抽出処理で電子時計４０に
おいて換算された高度が登録された高度と一致した場合に、位置の一致判別処理は、全て
スマートフォン１０で行われて、判別結果のみが電子時計４０に返される。従って、電子
時計４０にとって不必要なデータをスマートフォン１０から送信する必要がないので、通
信量を減らして通信に係る電力や通信時間を抑えることができる。また、電子時計４０が
必要とする記憶容量を低減させることができる。
【００８１】
　なお、本発明は、上記実施の形態に限られるものではなく、様々な変更が可能である。
　例えば、上記実施の形態では、加速度センサ６０を用いて電子時計４０の姿勢を同定し
た上で方向の計測や表示を行ったが、ユーザにより電子時計４０が所定の姿勢で配置され
ることを前提として加速度センサ６０を用いずに方向の計測や表示を行わせることとして
も良い。
【００８２】
　また、上記実施の形態では、計測値登録処理と方向表示処理を完全に別とする形態と、
同時に動作させる形態とを示したが、どちらかでなくてもよい。例えば、途中までは計測
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値登録処理のみを動作させ、その後、計測値登録処理と方向表示処理とを並列に動作させ
ることとしてもよい。
【００８３】
　また、上記実施の形態では、ＧＰＳ測位により測定された測位データ（現在位置情報）
を全て電子時計４０で保持、利用する形態と、ＧＰＳ測位により測定された現在位置情報
のうち、水平方向位置に係るデータについては、全てスマートフォン１０で保持、利用す
る形態とを示したが、その他の形態であっても良い。例えば、データの記憶保持を計測値
ログ記憶部４３１で行い、登録位置抽出手段で抽出された登録位置情報をスマートフォン
１０に送り返して、ＧＰＳ測位の結果と比較させ、一致判定を行わせることとしても良い
。
【００８４】
　また、上記実施の形態では、高度や現在位置の一致判別処理（ステップＳ１２４、Ｓ１
２６）の際に、多少のずれ幅を持たせてよいこととしたが、この場合、設定されたずれ幅
が大きかったり、又は、小刻みなアップダウンが続いたりする場合であって、且つ、近接
する地点で続けて登録が行われた場合には、特に、ジグザグ道など複雑な登山道において
、複数の登録地点が検出されてしまう場合がありうる。このような場合には、例えば、両
地点において登録された方向を同時に表示させても良いし、より近い地点又は後に登録さ
れた地点で登録された方向を表示させることとしても良い。また、複数の方向を同時に表
示させる場合であっても、より近い地点又は後に登録された地点において登録された方向
とその他の地点において登録された方向とを区別できるように異なる表示方式（例えば、
点滅させるなど）で表示させることとしても良い。いずれにせよ、遠く離れた地点におい
て登録された方向の表示データを排除することが可能である。
【００８５】
　また、上記実施の形態では、位置の登録地点について一の進行方向のみを登録すること
としたが、上記のようにずれの範囲や判別距離条件の中に複数の登録がなされた場合には
、一の地点について複数の進行方向を順に登録することとしても良い。或いは、当該地点
についてのみ、ずれの範囲や判別距離を小さくするような設定変更を行っても良い。
【００８６】
　また、上記実施の形態では、電子時計４０とスマートフォン１０の組み合わせを例に挙
げて説明したが、これに限られない。例えば、スマートフォン１０の代わりに専用のＧＰ
Ｓロガーや測位装置を用いることも出来る。このような場合には、通常のＧＰＳ測位動作
で得られたデータをそのまま兼用して電子時計４０で取得すればよく、電子時計４０は、
別途ＧＰＳ測位の要求を行う必要はない。また、電子時計４０に限らず、他の腕装着型の
電子装置、例えば、歩数計などに本発明を適用しても良い。また、電子装置は、腕装着型
のものに限られず、登山道などで利用可能であり、且つ、容易に閲覧可能な携帯型の電子
装置、例えば、首から下げたりすることが可能なものであればよい。
【００８７】
　また、近距離無線通信手段として、Bluetoothを例に挙げて説明したがこれに限られな
い。その他のもの、例えば、赤外線通信やＵＷＢ（Ultra Wide Band）などであってもよ
い。
　その他、上記実施の形態や変形例で示した数値や構成、制御手順などの細部は、本発明
の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【００８８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定
するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
【００８９】
［付記］
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＜請求項１＞
　外部機器と近距離無線通信を行うための無線通信手段と、
　気圧を計測する気圧計測手段と、
　当該気圧計測手段により計測された気圧を高度値に換算する換算手段と、
　指定された方向の方位を計測する方位計測手段と、
　入力操作を受け付ける操作手段と、
　情報を表示する表示手段と、
　前記計測された方位の登録命令の入力操作が検出された場合に、前記無線通信手段によ
り外部の測位装置から現在位置情報を取得し、当該現在位置情報を登録位置情報として前
記計測された方位である登録方位情報と関連付けて記憶させる登録制御手段と、
　前記換算手段により換算された高度値と、前記記憶された前記登録位置情報に係る高度
値との差が所定の範囲内にある前記登録位置情報を抽出する登録位置抽出手段と、
　当該登録位置抽出手段により一以上の前記登録位置情報が抽出された場合には、前記測
位装置により測定された現在位置と、前記抽出された登録位置情報に係る位置とにより、
当該登録位置情報に関連付けて記憶された前記登録方位情報に係る方角を前記表示手段に
より指示させる表示制御手段と
　を備えることを特徴とする方角表示装置。
＜請求項２＞
　前記計測された方位である登録方位情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記表示制御手段は、
　前記無線通信手段により前記測位装置から現在位置情報を取得し、当該現在位置情報に
係る現在位置と、前記抽出された登録位置情報に係る位置との間の距離を算出して、当該
算出された距離が前記所定の距離以内であるか否かを判別する位置一致判別手段と、
　前記位置一致判別手段により前記所定の距離以内であると判別された場合に、当該判別
がなされた登録位置情報と関連付けて記憶された前記登録方位情報に係る方角を前記表示
手段により指示させる方角表示制御手段と
　を備えることを特徴とする請求項１記載の方角表示装置。
＜請求項３＞
　前記表示制御手段は、
　前記測位装置から前記無線通信手段により、現在位置と、前記抽出された登録位置情報
に係る位置との間の距離が前記所定の距離以内にあるか否かに係る判別結果を取得する位
置確認手段と、
　前記位置確認手段により前記所定の距離以内であると判別された場合に、当該判別の対
象となった登録位置情報と関連付けて記憶された前記登録方位情報に係る方角を前記表示
手段により指示させる方角表示制御手段と
　を備えることを特徴とする請求項１記載の方角表示装置。
＜請求項４＞
　前記計測された方位の登録命令の入力操作を検出する登録命令検出手段又は前記登録位
置抽出手段のうち、何れか一方を選択的に動作させる入出力切替制御手段を備える
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の方角表示装置。
＜請求項５＞
　前記入出力切替制御手段は、前記操作手段への所定の入力操作に基づいて動作の切り替
えを行うことを特徴とする請求項４記載の方角表示装置。
＜請求項６＞
　前記登録位置抽出手段は、前記表示手段により未だ方角が指示されていない前記登録方
位情報に関連付けられた前記登録位置情報のうち、最新の登録位置情報に係る高度値との
差が所定の範囲内にある場合にのみ、当該登録位置情報を抽出する
　ことを特徴とする請求項４又は５記載の方角表示装置。
＜請求項７＞
　所定の報知動作を行う報知手段を備え、
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　前記表示制御手段は、前記表示手段に方角を指示させる場合に、前記報知手段に前記所
定の報知動作を行わせることを特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載の方角表示装
置。
＜請求項８＞
　前記換算手段は、前記測位装置から現在位置情報が取得されるごとに、当該現在位置情
報に係る高度値と、前記気圧計測手段により計測された気圧とに基づいて、換算に係るパ
ラメータを補正する
　ことを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の方角表示装置。
＜請求項９＞
　外部機器と近距離無線通信を行うための外部通信手段と、
　複数の測位衛星から電波を受信することで現在位置を測定する測位手段と、
　当該測位手段による測定のタイミングと、当該測定の結果に係る現在位置情報の送信出
力とを制御する測位制御手段と
　を備える測位装置と、
　請求項１記載の方角表示装置と
　によって構成される方角表示システムにおいて、
　前記測位制御手段は、前記外部通信手段により受信された前記方角表示装置からの要求
に従って、前記測位手段による測定の結果に係る現在位置情報を前記外部通信手段により
前記方角表示装置に送信させる
　ことを特徴とする方角表示システム。
＜請求項１０＞
　前記測位制御手段は、前記方角表示装置からの要求を受信するごとに、前記測位手段に
現在位置の測定を行わせ、当該測定の結果に係る現在位置情報を前記外部通信手段により
前記方角表示装置に送信させる
　ことを特徴とする請求項９記載の方角表示システム。
＜請求項１１＞
　前記測位装置は、前記測位手段によって測定された現在位置を記憶する外部記憶手段を
備え、
　前記測位制御手段は、
　前記方角表示装置から前記登録制御手段に係る要求が受信された場合の動作を制御する
第１測位制御手段と、
　前記方角表示装置から前記表示制御手段に係る要求が受信された場合の動作を制御する
第２測位制御手段と、
　を備え、
　前記登録制御手段は、前記登録命令の入力操作が検出された場合には、当該登録命令に
対する識別情報を設定して当該識別情報を前記測位装置に送信し、
　前記第１測位制御手段は、前記測位手段により測定された現在位置を前記識別情報と関
連付けて前記外部記憶手段に記憶させると共に、前記外部通信手段に前記現在位置情報と
して高度情報のみを送信させ、
　前記登録制御手段は、前記登録方位情報と、前記測位装置から前記登録位置情報として
取得した高度情報とを前記識別情報に関連付けて記憶させ、
　前記表示制御手段は、前記登録位置抽出手段により一以上の前記登録位置情報が抽出さ
れた場合には、前記無線通信手段により前記測位装置に対し、当該抽出された前記登録位
置情報に関連付けられた前記識別情報と共に現在位置確認要求を送信させ、
　前記第２測位制御手段は、前記測位手段により測定された現在位置と、受信された前記
識別情報に関連付けられて前記外部記憶手段に記憶されている現在位置との間の距離が前
記所定の距離以内であるか否かを判別して、前記外部通信手段により当該判別の結果に基
づく前記確認結果を返信させ、
　前記表示制御手段は、前記測位装置から取得された当該確認結果に基づいて、前記登録
方位情報に係る方角の表示を前記表示手段に行わせるか否かを決定する



(18) JP 6035915 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

　ことを特徴とする請求項９又は１０記載の方角表示システム。
【符号の説明】
【００９０】
１     方角表示システム
１０   スマートフォン
１０ａ スマートフォン
１１   ＣＰＵ
１２   ＲＯＭ
１３   ＲＡＭ
１４   記憶部
１５   操作部
１６   内蔵時計
１７   表示部
１８   ドライバ
１９   スピーカ
２０   マイク
２１   コーデック
２２   ＲＦ送受信回路
２３   通信回路
２４   Bluetoothモジュール
２５   ＵＡＲＴ
２６   ＧＰＳデータ受信処理部
２７   バス
４０   電子時計
４１   ＣＰＵ
４２   ＲＯＭ
４３   ＲＡＭ
４４   操作部
４５   計時回路
４６   表示部
４７   ドライバ
４８   Bluetoothモジュール
４９   ＵＡＲＴ
５０   振動モータ
５１   ドライバ
５２   ＬＥＤ
５３   ドライバ
５４   ピエゾ素子
５５   ドライバ
５６   圧力センサ
５７   Ａ／Ｄ変換回路
５８   方位センサ
５９   Ａ／Ｄ変換回路
６０   加速度センサ
６１   Ａ／Ｄ変換回路
６２   バス
１４１ 位置情報送信プログラム
１４２ 位置情報処理プログラム
１４３ 位置情報記憶部
４２１ モデル大気圧テーブル
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４２２ 方向表示プログラム
４３１ 計測値ログ記憶部
ＡＮ１１      アンテナ
ＡＮ１２      アンテナ
ＡＮ１３      アンテナ
ＡＮ４ アンテナ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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